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港区地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

平成１７年１２月２２日 

１７港保高第６３５号 

（設置） 

第１条 港区立地域包括支援センター（以下「センター」という。）の適切な運営及び公

正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、港区地域包括支援

センター運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１）センターの設置等に関すること。 

（２）センターの事業内容の評価その他センターの運営に関すること。 

（３）地域の関係機関との連携その他地域包括ケアに関すること。 

（４）その他センターに関し必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、学識経験者、医療関係者並びに権利擁護事業及び高齢者相談事業を担

う関係者等のうちから区長が委嘱する２０名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 協議会に会長及び副会長を置く。 

４ 会長は、委員の互選により選出する。 

５ 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議を主宰する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第５条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと

認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後
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も、同様とする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

付 則 

この要綱は、平成１７年１２月２８日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


